
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

交通事故死亡 ○ ○ ○※1 ○ ○※2

○ ○ ○

不慮の事故死亡 ○ ○ ○※1 ○ ○※2

不慮の事故障害第1級 ○ ○ ○

病気死亡 ○ ○ ○※1 ○※2

病気障害第1級 ○ ○ ○

障害（交通事故・不慮の事故） ○ ○

入院 ○ ○

手術 ○ ○

就労不能・介護状態 ○ ○

先進医療 ○ ○

臓器提供（ドナー） ○ ○

※1受取人が配偶者以外の場合は改製前戸籍謄本（原戸籍）も添付して下さい。

※2受取人が同順位にて複数いる場合は委任状（原本）および委任者の印鑑証明書（原本）を添付して下さい。

５．ＪＡＭふれあい共済家族サポートコース ※給付事由が発生した場合は所属の地方JAMへご連絡下さい。
　必要書類をご案内致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印鑑証明書の添付が必要な場合、共済金請求書の印鑑は必ず印鑑証明書と同じ印鑑を捺印して下さい。

事　由

① 死亡診断書　・・・　

② 加入者の住民票もしくは戸籍謄（抄）本 ※500万円超の場合

③ 受取人の住民票もしくは戸籍謄（抄）本

④ マイナンバー申告書 ※死亡保険金が一時金で100万円超もしくは年金年額20万円超の場合

⑤ 受取人の本人確認書類（コピー）または印鑑証明書 ※500万円超の場合

※ 加入・増額後1年以内の給付が発生した場合、申込前1年間の出勤状況表

① 障害診断書

② 加入者の戸籍謄（抄）本 ※500万円超の場合

③ マイナンバー申告書 ※高度障害保険金が一時金で100万円超もしくは年金年額20万円超の場合

（※） ④ 加入者の本人確認書類（コピー）または印鑑証明書 ※500万円超の場合

※ 加入・増額後1年以内の給付が発生した場合、申込前1年間の出勤状況表

① 死亡診断書　・・・

② 戸籍謄本もしくは住民票　・・・　 基本コース請求時の添付書類を共通で使用します。

（※）高度障害については、加入者が請求される場合を記載しています。

③は交通事故証明書

⑥は先進医療自己負担額が記載された納入通知書もしくは領収書

⑦はJAM共済指定の診断書

③は事故状況報告書

③は事故状況報告書
④は労災事故の場合は労災認定書

⑨は加入・増口後1年以内に給付請求する場合は、加入・増口前1年間の
出勤状況表

⑤は労災事故の場合は労災認定書

●⑥は労災事故の場合は入院期間が記載された診療明細書等
●⑥は加入・増口後1年以内に給付請求する場合はJAM共済指定の診断
書もしくは同等の内容が記載された診断書

⑦は加入・増口後1年以内に給付請求する場合はJAM共済指定の診断書
もしくは同等の内容が記載された診断書

交通事故障害第1級
③は交通事故証明書
④は労災事故の場合は労災認定書
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印鑑証明書、戸籍謄本は発行日から3ヵ月以内のものを添付して
下さい。

基本コース請求時の死亡診断書を共通で使用します。　※但し、家族サポート加入日および増
額日から1年以内は明治安田生命指定の死亡診断書（原本）が必要となります。

死　亡

市町村役場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共済金支払請求書は明治安田生命専用の請求書にご記入頂くことになります。

添付書類 書類の取得先

病　院

市町村役場

会　社

病　院

市町村役場

地方JAM

市町村役場

地方JAM

家族サポートS

基本コース請求時の死亡診断書を共通で使用します。　※但し、家族サポートS加入日1年以内
は明治安田生命指定の死亡診断書（原本）が必要となります。

病　院

高度障害

市町村役場

会　社

市町村役場

４．ＪＡＭふれあい共済基本コース 原本と記載以外はコピー可

事　由 添　付　書　類 書類の取得先 添付書類№

① 死亡診断書（死体検案書） 病　院

② 市町村役場

③ 交通事故証明書

※ 委任状    ・・・原本

※ 委任者の印鑑証明書　・・・原本　

① 医師の診断書（高度障害用）もしくは労災認定書（労災一時金支給決定通知）
病院もしくは

会社

② 交通事故証明書

① 死亡診断書（死体検案書） 病　院

② 市町村役場

③ 事故状況報告書

※ 委任状    ・・・原本

※ 委任者の印鑑証明書　・・・原本　

① 医師の診断書（高度障害用）もしくは労災認定書（労災一時金支給決定通知）
病院もしくは

会社

② 事故状況報告書

① 死亡診断書（死体検案書） 病　院

② 市町村役場

※ 委任状    ・・・原本

※ 委任者の印鑑証明書　・・・原本　

※ 出勤状況表　※加入・増口後1年以内に給付請求する場合は加入・増口前1年間の出勤状況表

① 医師の診断書（高度障害用） 病　院

※ 出勤状況表　※加入・増口後1年以内に給付請求する場合は加入・増口前1年間の出勤状況表

① 障害等級診断書もしくは障害を証明する医師の診断書 病　院

② 労災認定書（労災一時金支給決定通知） 会　社

① 医師の入院証明書もしくは入院請求書・領収書 病院

※ 労災事故の場合は入院期間が記載された診療明細書等

※
5

① ＪＡＭ共済指定の診断書もしくは手術内容が記載され手術ランクが判断できる診断書
病院もしくは
地方ＪＡＭ

② 手術費（料）が記載された診療明細書

※
5

① ＪＡＭ共済指定の後遺障害診断書

① 先進医療自己負担額が記載された納入通知書もしくは領収書

① ＪＡＭ共済指定の診断書 5

（1）※については、必要に応じて添付して下さい。

（2）事由発生日より3ヵ月以上経過して請求する場合は遅延事由書を添付して下さい。

（3）自殺による請求については病気死亡共済金で給付となります。但し、加入・増口後1年以内は不給付となります。（増口の場合は増口部分のみ不給付）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

交通事故死亡 警察署

※死亡共済金の受取人が同順位にて複数いる場合
地方JAM 13
市町村役場

除籍の記載のある証明書（戸籍謄本）
※受取人が配偶者以外の場合は改製前戸籍謄本（原戸籍）も必要となります。必要書類をご案内しますので所属の地方JAMへご連絡下さい。

14

※死亡共済金の受取人が同順位にて複数いる場合
地方JAM 13
市町村役場

交通事故
障害第1級

警察署

不慮の事故死亡 警察署もしくは
地方ＪＡＭ

不慮の事故
障害第1級 警察署もしくは

地方ＪＡＭ

除籍の記載のある証明書（戸籍謄本）
※受取人が配偶者以外の場合は改製前戸籍謄本（原戸籍）も必要となります。必要書類をご案内しますので所属の地方JAMへご連絡下さい。

除籍の記載のある証明書（戸籍謄本）
※受取人が配偶者以外の場合は改製前戸籍謄本（原戸籍）も必要となります。必要書類をご案内しますので所属の地方JAMへご連絡下さい。

病気障害第1級
会  社

障　害
（交通事故・
不慮の事故）

いずれかの書類

病気死亡

※死亡共済金の受取人が同順位にて複数いる場合
地方JAM

14

10

13
市町村役場

会　社

5

病院

臓器提供
（ドナー）

地方JAM

就労不能　・
介護状態

地方JAM

入　院

先進医療 病院

手　術

いずれかの書類

JAM共済指定の診断書
加入・増口後1年以内に給付請求をする場合は「JAM共済指定の診断書」もしくは「同等の内容が記載された診断書」

地方ＪＡＭ

病院

JAM共済指定の診断書
加入・増口後1年以内に給付請求をする場合は「JAM共済指定の診断書」もしくは「同等の内容が記載された診断書」

地方ＪＡＭ
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